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本庁舎建築物等定期点検業務委託仕様書 

第１ 業務概要 

１ 委託業務名  本庁舎建築物等定期点検業務委託 

２ 履行場所   千葉市中央区千葉港１番１号 

３ 委託期間   契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

４ 対象建築物 

 【別表】による 

５ 業務内容 

  建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項(昇降機以外の建築設備)の規定に基づき、損傷、腐食その

他の劣化の状況を点検し報告書を作成する。 

 

第２ 業務仕様 

１ 共通仕様 

（１）本仕様書（以下「仕様書」という。）に記載されていない事項は、｢建築保全業務共通仕様書及 

び同解説(令和 5年版)|国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｣（以下「共仕」という。）による。 

（２）仕様書のうち本業務で適用する事項は、※印及び○・印の付いたものである。 

（３）点検にあたっては、H20 国土交通省告示第 282 号・第 285 号、H28 国土交通省告示第 723 号に 

よるほか、点検結果報告書等の作成にあたっては、「国の機関の建築物の点検･確認ガイドライン 

 令和５年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修）」による。 

（４）仕様書及び共仕に疑義が生じた場合は、発注者と協議し、その指示に従うとともに議事録を作 

成して提出する。 

（５）業務関係図書 

受注者は次の書類を作成し、定められた期日までに発注者の承諾を得ること。 

○・作業計画書      （契約締結後 14 日以内） 

○・緊急対応連絡表       （契約締結後 14 日以内） 

○・業務担当者選任届   （契約締結後 14 日以内） 

（６）業務の実施 

業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害 

を与えた場合は直ちに発注者及び施設管理者に報告し、その指示に従い修復する。また、これに 

かかる費用は全て受注者の負担とする。 

（７）受注者の負担の範囲 

点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受 

注者の負担とする。その他費用負担が不明確なものについては、発注者と受注者とが協議して定 

める。 

（８）関係法令等の遵守 

   業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

（９）再委託 

点検業務における主要な部分（総合企画、遂行管理、手法の決定及び技術的な判断）の一部、 

または全部を再委託してはならない。なお、主要な部分以外を再委託するときは、あらかじめ発 
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注者の承諾を得なければならない。 

（10）守秘義務 

 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。 

２ 特記仕様 

（１）点検内容 

ア 本業務の点検の範囲は、【別表】の点検内容欄に○印により示すものとする。 

  イ 点検は原則として目視、触診、打診、及び機器測定等により確認するものとする。 

（２）点検結果の記録 

   点検終了後、施設（棟）毎に定期点検記録、点検記録表、点検結果図、及び関係写真を整理し 

提出する。なお、点検結果の記録等の様式は、｢国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン｣に 

基づくものとする。 

（３）貸与資料 

業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与する。なお、業務終了後速やかに返却する。 

ア 諸官庁提出書類控え 

○・事業用電気工作物保安規程    ・官公署届出書類一覧表 

イ 工事業者関連簿 

・緊急連絡先一覧表           ・工事関係者一覧表 

ウ 設備関連 

・設備機器台帳       ・備品、予備品一覧表       ・什器備品一覧表 

エ 点検・検査記録簿関連 

・事故、修繕、更新記録   ・特殊建築物等調査記録   ○・建築設備定期検査記録 

○・消防設備点検結果報告書  ○・エレベーター定期検査記録 

オ 図面類 

○・完成図        ・機器完成図       ・各種施工図       ・試験成績書 

カ 管理資料 

・カタログ      ・取扱説明書       ・保全に関する資料       ・保証書 

・保守契約リスト 

（４）業務担当者 

ア 業務の実施に先立ち、受注者は業務担当者を選任し、次の事項について書面をもって提出す 

る。なお、業務担当者が複数となる場合は、それぞれ提出する。また、業務担当者に変更があ 

った場合も同様とする。 

※ 氏名   ※ 生年月日   ※ 経歴書   ※ 業務に関する資格者証(写) 

※ 受注者との雇用関係を証明する書類若しくは契約関係を証明する書類 

  イ 業務担当者の資格要件は次による。 

※一級建築士若しくは二級建築士または国土交通大臣より資格者証の交付を受けた者 

（建築士は建築士事務所に所属しているものとする。） 

（５）業務条件 

点検業務の実施時間帯は、次のとおりとする。なお、実施日は発注者及び施設管理者と協議す 

る。 

〇排煙設備  閉庁日の１３時００分～１６時００分 

〇防火設備  開庁日及び閉庁日の２１時００分～４時００分 

〇その他   開庁日の９時００分～１７時００分 
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（開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く)、閉庁日：開庁

日以外） 

（６）点検の省略 

点検が困難な部分の対応は、事前に発注者と協議する。 

（７）発注者等の立ち会い 

点検の実施に際しては、発注者及び施設管理者が立ち会うことがある。また、受注者から発注 

者及び施設管理者に立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 

（８）成果物 

   成果物として次のものをＡ４版ファイル綴じとし、各２部提出する。また、成果物は電子デー 

タ化して電子媒体（CD-R 等）に記録のうえ提出する。 

   ○・定期点検結果報告書  

○・定期点検記録（点検様式 1-1、3-1、4-1） 

○・点検記録表（点検様式 1-2、3-2-1～3-2-4、4-2-1～4-2-4） 

○・点検結果図（点検様式 1-3、4-3） 

○・関係写真（点検様式 1-4、3-3、4-4） 

（９）検査 

     受注者は、業務を完了したときは、完了届に必要事項を記載し提出する。 

（10）建物内施設等の利用 

当該業務を実施するため、次に示す居室等を利用することができる。 

・休憩室       ○・トイレ 

（11）電気、水道の利用 

   当該業務の実施に必要な施設の光熱水は次による。 

○・電気の使用はできる  ○・水道の使用はできる  ・利用できない 

（12）駐車場の利用 

施設内の駐車場の利用は次による。 

・利用できる 

○・利用できない。但し、利用にあたっては事前に施設管理者と協議する。 

（ただし、作業上やむを得ず駐車する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。） 



凡例） ＲＣ－鉄筋コンクリート造；Ｓ－鉄骨造；ＳＲＣ－鉄骨鉄筋コンクリート造；Ｗ－木造

建築物
建築設

備
防火設
備

外壁の
全面点

検

1 本庁舎 庁舎
千葉市中央区千葉港１番１
号

〇 〇 R5 48,888.74 SRC
地上11階
塔屋1階

2

3

4

5

構造 階数 備考№ 施設名 建築物の用途 所在地

点検内容

竣工年
建築面積
(㎡）

延べ面積
(㎡）

【別表】


